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 報 告 





報告第１号 

   専決処分について 

 令和３年度尼崎市一般会計補正予算について、令和３年４月２２日次

のとおり専決処分したので、報告し、承認を求める。 

令和３年５月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美 

令和３年度尼崎市一般会計補正予算（第２号） 

令和３年度尼崎市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７６４，５５３千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１３，７０６，１

４９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

報1



第１表 歳入歳出予算補正 

（単位 千円） 

　歳　　　入

40 国 庫 支 出 金 53,401,493 764,553 54,166,046

10 国 庫 補 助 金 6,751,051 764,553 7,515,604

212,941,596 764,553 213,706,149

　歳　　　出

15 民 生 費 105,598,515 342,607 105,941,122

10 児 童 福 祉 費 30,188,264 342,607 30,530,871

35 商 工 費 1,849,002 421,946 2,270,948

05 商 工 費 1,849,002 421,946 2,270,948

212,941,596 764,553 213,706,149歳  出  合　計

款 項 補正前の額 補正額 計

計款 項

歳  入  合　計

補正前の額 補正額

 

 

 

 

（説 明） 

  低所得の子育て世帯のうち、ひとり親世帯等に対して子育て世帯生

活支援特別給付金を支給するほか、兵庫県が行う営業時間の短縮要請

に応じた店舗を運営する事業者等に対し、兵庫県と協調して新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止協力金を支給するにあたり、地方自治法第

１７９条第１項の規定により、専決処分をしたため、同条第３項の規

定により、本案を提出する。 

報1-2



一 般 会 計

予 算 説 明 書

（ 補 正 ２ 号 ）

報1-3
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報1-6



報 2 

報告第２号 

  専決処分について 

尼崎市市税条例の一部を改正する条例について、令和３年３月３１日

次のとおり専決処分したので、報告し、承認を求める。 

令和３年５月１１日提出 

               尼崎市長 稲  村  和  美 

尼崎市市税条例の一部を改正する条例 

尼崎市市税条例（昭和２５年尼崎市条例第６１号）の一部を次のよう

に改正する。  

第６１条の３第１号及び第２号中「同条第４項」の次に「及び第５

項」を加える。  

附則第１１項の前の見出し中「令和元年度又は令和２年度」を「令和

４年度又は令和５年度」に改め、同項中「令和元年度分又は令和２年度

分」を「令和４年度分又は令和５年度分」に改め、附則第１２項中「令

和元年度分」を「令和４年度分」に、「令和元年度適用土地」を「令和

４年度適用土地」に改め、「類似土地」の次に「（法附則第１７条第７

号に規定する類似土地をいう。）」を加え、「令和２年度分」を「令和

５年度分」に改め、附則第１３項中「令和元年度分又は令和２年度分」

を「令和４年度分又は令和５年度分」に改め、附則第１４項（見出しを

含む。）及び附則第１６項（見出しを含む。）中「平成３０年度から令

和２年度」を「令和３年度から令和５年度」に改め、附則第１７項中

「平成３０年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年度」に、

「の規定及び法」を「及び」に改め、同項に後段として次のように加え

る。 

 この場合において、当該各年度分の固定資産税及び都市計画税につ

いては、地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）附

則第１４条第２項から第５項までに定めるところによる。 

附則第３４項中「同条第４項」の次に「及び第５項」を加え、「令和

３年３月３１日」を「令和３年１２月３１日」に改める。 

   付 則  



報 2-2 

（施行期日）  

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

（固定資産税に関する経過措置）  

２ この条例による改正後の尼崎市市税条例（以下「改正後の条例」と

いう。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和３年度以後の年度

分の固定資産税について適用し、令和２年度分までの固定資産税につ

いては、なお従前の例による。  

（軽自動車税に関する経過措置）  

３ 改正後の条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、こ

の条例の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車（地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第４４２条第５号に規定する軽自動車

をいう。以下同じ。）に対して課すべき軽自動車税の環境性能割につ

いて適用し、同日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する

軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。  

（都市計画税に関する経過措置）  

４ 改正後の条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和３年度以後

の年度分の都市計画税について適用し、令和２年度分までの都市計画

税については、なお従前の例による。  

 

 

 

（説 明） 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）の施行に

伴い、条例改正が必要となり、地方自治法第１７９条第１項の規定に

より、専決処分をしたため、同条第３項の規定により、本案を提出す

る。 



 

 予 算 





 

 

議案第５３号 

 

   令和３年度尼崎市一般会計補正予算（第３号） 

 

令和３年度尼崎市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６７，４１９千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１３，７７３，５６

８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

 

令和３年５月１１日提出 

 

尼崎市長 稲  村  和  美 

 

議53



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　　　入

40 国 庫 支 出 金 54,166,046 8,756 54,174,802

10 国 庫 補 助 金 7,515,604 8,756 7,524,360

45 県 支 出 金 14,205,846 60,369 14,266,215

10 県 補 助 金 2,325,041 60,369 2,385,410

60 繰 入 金 4,908,883 △ 5,006 4,903,877

10 基 金 繰 入 金 4,908,883 △ 5,006 4,903,877

70 諸 収 入 6,801,955 3,300 6,805,255

30 雑 入 5,636,332 3,300 5,639,632

213,706,149 67,419 213,773,568

　歳　　　出

10 総 務 費 15,549,460 4,350 15,553,810

05 総 務 管 理 費 12,058,589 4,350 12,062,939

15 民 生 費 105,941,122 37,500 105,978,622

05 社 会 福 祉 費 40,112,920 37,500 40,150,420

20 衛 生 費 17,397,849 25,569 17,423,418

05 保 健 衛 生 費 9,900,100 25,569 9,925,669

213,706,149 67,419 213,773,568

　

補正前の額

　

補正額

（単位　千円）

計

補正額 計款 項 補正前の額

歳  出  合　計

款 項

歳  入  合　計

議53-2



第２表　　債務負担行為補正

追　　加

2,984,000

　　  　　（単位　千円）

事　　　　　　　項 期　　　　間 限　度　額

次 期 焼 却 施 設 等 整 備 事 業 令和6年度

議53-3



議53-4



一 般 会 計

予 算 説 明 書

（ 補 正 ３ 号 ）

議53-5



議53-6



議53-7



議53-8



議53-9



議53-10



議53-11



議53-12



２　債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額及び令和3年度以降の支出予定額等に関する調書
　　

（単位　千円）

　追　加

601,616 1,966,700 415,684次 期 焼 却 施 設 等 整 備 事 業 2,984,000 令和6年度まで 2,984,000

摘　要
期　　間 金　　額 期　　間 金　　額 国県支出金 市　債 その他

令和2年度末までの 令 和 3 年 度 以 降 の 左　　の　　財　　源　　内　　訳
事　　項 限　度　額 支 出 額 支 出 予 定 額 特　　定　　財　　源

一般財源

議53-13





 

 条 例 





議 54 

議案第５４号 

尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例の一部 

を改正する条例について 

尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように制定する。 

令和３年５月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例の一部 

を改正する条例 

尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例（平成３０年尼

崎市条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

第３条の表尼崎市立立花南生涯学習プラザの項中「尼崎市大西町１丁

目１４番５号」を「尼崎市栗山町２丁目２５番２８号」に改める。 

別表尼崎市立立花南生涯学習プラザの項を次のように改める。 

尼 崎 市 立 立

花 南 生 涯 学

習プラザ 

ホ ー ル 11,300 円  15,000 円  22,600 円  

大

会

議

室 

全 面 使 用 3,100 円 4,200 円 6,200 円 

３ 分 の ２

面 使 用 
2,100 円 2,800 円 4,200 円 

３ 分 の １

面 使 用 
1,000 円 1,400 円 2,000 円 

小

会

議

室 

全 面 使 用 1,500 円 2,100 円 3,100 円 

２ 分 の １

面 使 用 
750 円  1,000 円 1,500 円 

学 習 室 900 円  1,200 円 1,800 円 

和 室 900 円  1,200 円 1,800 円 

実 習 室 1,800 円 2,500 円 3,700 円 

音 楽 室 1,600 円 2,100 円 3,200 円 

付 則 



議 54-2 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、付則第３項

の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の尼崎市立生涯学習プラザの設置及び管理に

関する条例（以下「改正後の条例」という。）別表尼崎市立立花南生

涯学習プラザの項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後の尼崎市立立花南生涯学習プラザ（以下「立花南生涯学

習プラザ」という。）の利用に係る使用料について適用し、施行日前

の立花南生涯学習プラザの利用に係る使用料については、なお従前の

例による。 

（準備行為） 

３ 施行日以後の立花南生涯学習プラザの利用に係る利用許可（尼崎市

立生涯学習プラザの設置及び管理に関する条例第６条第２項に規定す

る利用許可をいう。）に関する手続並びに当該利用に係る使用料の徴

収及び還付の手続は、この条例の施行前においても、改正後の条例及

び改正後の条例に基づく規則の規定の例により行うことができる。 

 

 

 

（説 明） 

  尼崎市立立花南生涯学習プラザの位置及び使用料を改めるため、条

例改正が必要であることから、本案を提出する。 



議 55 

議案第５５号 

   尼崎市市税条例等の一部を改正する条例について 

尼崎市市税条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和３年５月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市市税条例等の一部を改正する条例 

（尼崎市市税条例の一部改正） 

第１条 尼崎市市税条例（昭和２５年尼崎市条例第６１号）の一部を次

のように改正する。 

  第１８条第１項第２号中「（第３１項を除く。）」を削る。 

  第２７条の２第３項中「よる申告書」の次に「（以下この条におい

て「扶養親族申告書」という。）」を加え、「その申告書」を「当該

扶養親族申告書」に改め、同条第４項中「第１項及び第２項の規定に

よる申告書」を「扶養親族申告書」に、「所得税法第１９８条第２項

に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている」を「電磁的方

法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって省令で定めるものをいう。以下この節において同

じ。）による扶養親族申告書に記載すべき事項の提供を適正に受ける

ことができる措置を講じていることその他の令で定める要件を満た

す」に、「当該申告書」を「扶養親族申告書」に改め、「（電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

って省令で定めるものをいう。次条第４項において同じ。）」を削り、

同条第 ５項中 「 申 告書 が」を 「 がその 提出」 に 、「申 告書に 」を

「に」 に、「 事 項 を」 を「事 項 の提供 」に、 「 給与支 払者に 」を

「に」に改め、「とき」を削り、「給与支払者が」を「が当該事項

の」に改める。 

  第２７条の３第３項中「よる申告書」の次に「（以下この条におい

て「扶養親族申告書」という。）」を加え、「その申告書」を「当該

扶養親族申告書」に改め、同条第４項中「第１項の規定による申告

書」を「扶養親族申告書」に、「所得税法第２０３条の６第６項に規



議 55-2 

定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている」を「電磁的方法に

よる扶養親族申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることがで

きる措置を講じていることその他の令で定める要件を満たす」に、

「当該申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第５項中「申告書

が」を「がその提出」に、「申告書に」を「に」に、「事項を」を

「事項の提供」に、「公的年金等支払者に」を「に」に改め、「と

き」を削り、「公的年金等支払者が」を「が当該事項の」に改める。 

  第３５条の７第１項第１号中「本条、次条第２項及び第３５条の９

第１項」を「この款」に改める。 

  第３５条の８第１項中「定める」の次に「ところにより、法第３２

８条の７第１項各号に掲げる事項を記載した」を加え、同条に次の２

項を加える。 

３ 退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経

由すべき退職手当等の支払をする者が電磁的方法による退職所得申

告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講

じていることその他の令で定める要件を満たす場合には、省令で定

めるところにより、退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当

等の支払をする者に対し、退職所得申告書に記載すべき事項を電磁

的方法により提供することができる。 

４ 前項の規定の適用がある場合における前条、第１項後段及び第２

項の規定の適用については、同項中「がその提出」とあるのは「に

記載すべき事項の提供」と、「に受理された」とあるのは「が当該

事項の提供を受けた」と、「受理された時」とあるのは「提供を受

けた時」とするほか、必要な読替えは、市長が別に定める。 

附則第１０項第３号を削り、同項第４号中「附則第１５条第１９項

本文」を「附則第１５条第１６項本文」に改め、同号を同項第３号と

し、同項第５号中「附則第１５条第１９項ただし書」を「附則第１５

条第１６項ただし書」に改め、同号を同項第４号とし、同項第６号中

「附則第１５条第２６項」を「附則第１５条第２３項」に改め、同号

を同項第５号とし、同項第７号中「附則第１５条第２７項第１号」を
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「附則第１５条第２４項第１号」に改め、同号を同項第６号とし、同

項第８号中「附則第１５条第２７項第２号」を「附則第１５条第２４

項第２号」に改め、同号を同項第７号とし、同項第９号中「附則第１

５条第２７項第３号」を「附則第１５条第２４項第３号」に改め、同

号を同項第８号とし、同項第１０号中「附則第１５条第２８項第１

号」を「附則第１５条第２５項第１号」に改め、同号を同項第９号と

し、同項第１１号中「附則第１５条第２８項第２号」を「附則第１５

条第２５項第２号」に改め、同号を同項第１０号とし、同項第１２号

中「附則第１５条第３０項第１号」を「附則第１５条第２７項第１

号」に改め、同号を同項第１１号とし、同項第１３号中「附則第１５

条第３０項第２号」を「附則第１５条第２７項第２号」に改め、同号

を同項第１２号とし、同項第１４号中「附則第１５条第３０項第３

号」を「附則第１５条第２７項第３号」に改め、同号を同項第１３号

とし、同項第１５号中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第

３０項」に改め、同号を同項第１４号とし、同項第１６号中「附則第

１５条第３８項」を「附則第１５条第３４項」に改め、同号を同項第

１５号とし、同項第１７号中「附則第１５条第３９項」を「附則第１

５条第３５項」に改め、同号を同項第１６号とし、同項第１８号を削

り、同項第１９号中「附則第１５条第４７項」を「附則第１５条第４

２項」に改め、同号を同項第１７号とし、同項第２０号を同項第１８

号とし、附則第３８項中「附則第４２項」を「附則第４５項」に改め、

附則第３９項中「、当該軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度

分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令和３年度」を「、令和

３年度」に改め、附則第４０項及び第４１項中「、当該ガソリン軽自

動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限

り」を削り、「令和３年度」を「、令和３年度」に改め、附則第４２

項中「もののうち、」を「もの（」に、「のもの」を「のものに限る。

以下この項において同じ。）」に改め、附則第７６項を附則第８０項
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とし、附則第７５項を附則第７８項とし、同項の次に次の１項を加え

る。 

 ７９ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイル

ス感染症特例法第６条の２第１項の規定の適用を受けた場合におけ

る附則第２２項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」

とあるのは「令和１７年度」と、「令和３年」とあるのは「令和４

年」とする。 

附則第７４項を附則第７７項とし、附則第６９項から附則第７３項

までを３項ずつ繰り下げ、附則第６８項中「附則第６６項」を「附則

第６９項」に改め、同項を附則第７１項とし、附則第６７項を附則第

７０項とし、附則第６６項を附則第６９項とし、附則第６５項中「附

則第６３項」を「附則第６６項」に改め、同項を附則第６８項とし、

附則第６４項を附則第６７項とし、附則第６３項を附則第６６項とし、

附則第６２項中「附則第６０項」を「附則第６３項」に改め、同項を

附則第６５項とし、附則第５８項から附則第６１項までを３項ずつ繰

り下げ、附則第５７項中「附則第５５項」を「附則第５８項」に改め、

同項を附則第６０項とし、附則第５４項から附則第５６項までを３項

ずつ繰り下げ、附則第５３項中「並びに附則第５５項及び第５８項」

を「から附則第６２項まで」に、「附則第５８項」を「以下この項か

ら附則第６２項まで」に改め、同項を附則第５６項とし、附則第５２

項を附則第５５項とし、附則第５１項を附則第５４項とし、附則第５

０項中「令和４年度」を「令和９年度」に改め、同項を附則第５３項

とし、附則第４９項中「附則第４７項」を「附則第５０項」に改め、

同項を附則第５２項とし、附則第４３項から附則第４８項までを３項

ずつ繰り下げ、附則第４２項の次に次の３項を加える。 

４３ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第２項各号に掲げるもの

（自家用の乗用のものを除く。以下この項において同じ。）に対す

る第６２条の規定の適用については、当該軽自動車が令和３年４月

１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車
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が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、

附則第３９項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

４４ ３輪以上のガソリン軽自動車（法附則第３０条第７項に規定す

るガソリン軽自動車をいう。以下この項において同じ。）に対する

第６２条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和３

年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガ

ソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税

の種別割に限り、附則第４０項の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

４５ ３輪以上のガソリン軽自動車（法附則第３０条第８項に規定す

るガソリン軽自動車をいい、前項の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において同じ。）に対する第６２条の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分

の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４

月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、附則第４１

項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２条 尼崎市市税条例の一部を次のように改正する。 

  第１８条第２項中「の数」を「（年齢１６歳未満の者及び法第３１

４条の２第１項第１１号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下こ

の項において同じ。）の数」に改める。 

第２７条の３第１項中「控除対象扶養親族（法第３１４条の２第１

項第１１号に規定する控除対象扶養親族をいう。）を除く」を「年齢

１６歳未満の者に限る」に改める。 
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第３３条の３第１項中「第７項から第９項まで」を「以下この条」

に改め、同条第７項中「の同意がある」を「（第２９条第１項の給与

支払報告書に記載すべき事項を同条第５項（第１号に係る部分に限

る。）の規定により提供した者及び同条第１項の規定による給与支払

報告書の提出を法第７４７条の２第１項の規定により行った者に限る。

以下この条において「特定特別徴収義務者」という。）が第１項後段

（前項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第１項にお

いて同じ。）の規定により当該特定特別徴収義務者に通知すべき通知

事項について電磁的方法により提供を受けることを希望する旨の申出

をした」に改め、「（前項において準用する場合を含む。次項及び次

条第１項において同じ。）」を削り、「代えて、」の次に「当該」を

加え、「特別徴収義務者に提供することができる」を「特定特別徴収

義務者に提供しなければならない」に改め、同条第９項中「提供」の

次に「及び第８項の規定により行われた通知事項の送信」を加え、

「同項」を「これらの規定」に、「特別徴収義務者」を「特定特別徴

収義務者」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第８項中「前項」

を「第７項又は第８項」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第７

項の次に次の２項を加える。 

 ８ 市長は、特定特別徴収義務者（第１項後段の規定により当該特定

特別徴収義務者を経由して納税義務者に通知すべき通知事項を電磁

的方法により納税義務者に提供する体制が整備されている者に限

る。）が当該通知事項について電磁的方法により送信を受けること

を希望する旨の申出をした場合には、同項後段の規定による通知に

代えて、当該通知事項を、省令で定めるところにより、地方税関係

手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法

により当該特定特別徴収義務者に送信し、これを経由して当該納税

義務者に提供しなければならない。 

９ 前項の場合において、同項の通知事項の送信を受けた特定特別徴

収義務者は、当該通知事項を電磁的方法（これにより難いと認めら

れる納税義務者に対しては、省令で定める方法）により納税義務者
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に提供するものとする。 

  第３３条の５第２項中「第９項まで」を「第１１項まで」に改め、

「同条第７項」の次に「及び第８項」を加え、「同条第８項」を「同

条第９項中「前項」とあるのは「第３３条の５第２項において読み替

えて準用する前項」と、「通知事項」とあるのは「給与所得に係る特

別徴収税額を変更した旨」と、同条第１０項」に、「前項」」を「第

７項又は第８項」」に、「同条第９項」を「同条第１１項」に、「読

み替える」を「、「第８項」とあるのは「第３３条の５第２項におい

て読み替えて準用する第８項」と読み替える」に改める。 

  附則第１０項中第１８号を第１９号とし、第１７号の次に次の１号

を加える。 

    法附則第１５条第４６項 ３分の１ 

  附則第８０項を削る。 

（尼崎市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 尼崎市市税条例等の一部を改正する条例（令和２年尼崎市条例

第３４号）の一部を次のように改正する。 

  第２条のうち、尼崎市市税条例第３３条の８第１９項の改正規定中

「第３２１条の８第５３項」を「第３２１条の８第６１項」に、「第

３２１条の８第５２項」を「第３２１条の８第６０項」に改め、同条

第２２項の改正規定中「第３２１条の８第５６項後段」を「第３２１

条の８第６４項後段」に改め、同条第２５項の改正規定中「第３２１

条の８第６１項」を「第３２１条の８第６９項」に改め、同条第２６

項の改正規定中「第３２１条の８第５６項後段」を「第３２１条の８

第６４項後段」に改め、同項ただし書の改正規定中「同条第５６項後

段」を「同条第６４項後段」に改め、同条例附則第２５項の改正規定

中「第７項」に、「」の次に「から、法」を加え、「附則第８条の２

の２第４項から第６項」を「（法附則第８条の２の２第４項本文に規

定する法人税割額をいう。）から、同項から同条第６項」に改める。 

付 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

   第１条中尼崎市市税条例附則第５０項の改正規定 令和４年１月

１日 

   第２条中尼崎市市税条例附則第８０項を削る改正規定及び付則第

５項の規定 令和５年４月１日 

  第２条（前号及び次号に掲げる改正規定を除く。）及び次項の規

定 令和６年１月１日 

   第２条中尼崎市市税条例附則第１０項中第１８号を第１９号とし、

第１７号の次に１号を加える改正規定 特定都市河川浸水被害対策

法等の一部を改正する法律（令和３年法律第  号）の施行の日 

（市民税に関する経過措置） 

２ 前項第３号に掲げる規定による改正後の尼崎市市税条例の規定中個

人の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税

について適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお

従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

３ 第１条の規定による改正前の尼崎市市税条例（以下「改正前の条

例」という。）附則第１０項第３号の規定は、地方税法等の一部を改

正する法律（令和３年法律第７号。以下「地方税法等改正法」とい

う。）附則第１２条第２項の規定によりなお従前の例によることとさ

れた地方税法等改正法第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）（以下「改正前の法」という。）附則第１５条

第８項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税につい

ては、なおその効力を有する。 

４ 改正前の条例附則第１０項第１８号の規定は、地方税法等改正法附

則第１２条第７項の規定によりなお従前の例によることとされた改正

前の法附則第１５条第４１項に規定する機械装置等に対して課する固

定資産税については、なおその効力を有する。 

５ 付則第１項第２号に掲げる規定による改正前の尼崎市市税条例附則
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第８０項の規定は、地方税法等改正法附則第１３条第１項の規定によ

りなお従前の例によることとされた地方税法等改正法附則第１条第４

号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第６４条に規定する特例

対象資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有す

る。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

６ 改正前の条例附則第３９項から第４１項までに規定する軽自動車に

対して課する令和２年度分の軽自動車税の種別割については、なお従

前の例による。 

 

 

 

（説 明） 

地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）の施行等に

伴い、条例改正が必要であることから、本案を提出する。 
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議案第５６号 

尼崎市市道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正 

する条例について 

尼崎市市道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例

を次のように制定する。 

令和３年５月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市市道の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正 

する条例 

尼崎市市道の構造の技術的基準等を定める条例（平成２４年尼崎市条

例第６９号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基

準を定める省令」を「移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客

特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省

令」に改める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

（説 明） 

移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令

及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則

の一部を改正する省令（令和２年国土交通省令第１２号）の施行に伴

い、条例改正が必要であることから、本案を提出する。 





 

 その他 













議 58 

議案第５８号 

   事業契約の変更について 

 市営武庫３住宅第２期（宮ノ北住宅）建替事業契約の変更契約を次の

とおり締結するため、議決を求める。 

  令和３年５月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的    市営武庫３住宅第２期（宮ノ北住宅）建替事業

契約の変更のため 

２ 契約の内容    事業場所 尼崎市西昆陽３丁目３２番１号ほか 

           事業概要 市営宮ノ北住宅の建替（関連する公

共施設の整備を含む）並びに入居者

移転支援業務 

３ 変更後の契約金額 １０，２４５，９２３，６００円 

４ 変更後の契約期間 平成２８年１０月１１日から令和４年８月３１

日まで 

５ 契約の相手方   株式会社柄谷工務店、宮崎建設株式会社、株式

会社トータルサプライ、株式会社市浦ハウジン

グ＆プランニング大阪支店、株式会社三弘建築

事務所、株式会社アクロスコーポレイションを

構成企業とするグループ 

代表企業 尼崎市玄番南之町４番地 

株式会社柄谷工務店 

代表取締役 柄 谷 順 一 郎 

 

 

（説 明） 

  平成２８年１０月５日に議決された市営武庫３住宅第２期（宮ノ北

住宅）建替事業の変更に伴う事業契約の変更契約を締結するため、民

間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第１２

条の規定により、本案を提出する。  



議 58-2 

（参 考） 

Ⅰ 事業概要 

内                容 

市営宮ノ北住宅の建替（関連する公共施設の整備を含む）

並びに入居者移転支援業務  

今回変更内容 

宮ノ北住宅第３次工区解体建物の内装の下地調整塗材

等のアスベスト含有建材の除去工事の増工 

 

Ⅱ 変更前契約 

 １ 契約の目的  市営武庫３住宅第２期（宮ノ北住宅）建替事業の

実施のため 

 ２ 契約の内容  事業場所 尼崎市西昆陽３丁目３２番１号ほか 

          事業概要 市営宮ノ北住宅の建替（関連する公共

施設の整備を含む）並びに入居者移転

支援業務 

 ３ 契約の方法  一般競争入札（総合評価） 

 ４ 契約の金額  １０，１４２，２５９，６００円 

 ５ 契約の期間  平成２８年１０月１１日から令和４年５月３１日

まで 

６ 契約の相手方 株式会社柄谷工務店、宮崎建設株式会社、株式会

社トータルサプライ、株式会社市浦ハウジング＆

プランニング大阪支店、株式会社三弘建築事務所、

株式会社アクロスコーポレイションを構成企業

とするグループ 

代表企業 尼崎市玄番南之町４番地 

株式会社柄谷工務店 

代表取締役 柄 谷 順 一 郎 






